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一  独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医 療 機 器 総 合 機 構 法 の 問 題 点  
 
 １  は じ め に  
 
 ２  薬 害 エ イ ズ の 教 訓 を 忘 れ た 審 査 ・ 安 全 対 策 部 門 と  
  研 究 開 発 振 興 部 門 の 統 合  
 
 ３  製 薬 企 業 か ら の 人 的 独 立 性 が 確 保 さ れ な い  
 
 ４  製 薬 企 業 へ の 経 済 的 依 存  
 
 ５  実 質 的 判 断 者 と 行 政 措 置 権 の 分 離 に よ る 責 任 の 所 在 の 不 明 確 化  
 
 ６  不 透 明 な 立 案 過 程 と 不 十 分 な 審 議  
 
 
二  法 案 審 議 の 過 程  
 
 １  特 殊 法 人 改 革 と 本 法 案  
  ( 1 )  特 殊 法 人 改 革 の 概 要  
  ( 2 )  独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医 療 機 器 総 合 機 構 の 特 殊 性  
 
 ２  「 寝 耳 に 水 」 の 安 全 対 策 業 務 統 合  
  ( 1 )  関 連 ４ ６ 法 案  
  ( 2 )  逆 行 す る 改 革  
 
 ３  法 案 審 議  
  ( 1 )  衆 参 両 院 で の 審 議  
  ( 2 )  参 議 院 厚 生 労 働 委 員 会 に お け る 事 実 上 の 修 正 と 可 決  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
三  独 立 行 政 法 人 医 薬 品 医 療 機 器 総 合 機 構 法 反 対 運 動 の 到 達 点 と 課 題  
 
 １  薬 被 連 と 薬 害 オ ン ブ ズ パ ー ス ン 、 Ｔ Ｉ Ｐ 、 Ｊ Ｉ Ｐ 他 の 運 動 の 経 過  
  ( 1 )  薬 被 連 と 厚 生 労 働 省 の 交 渉 （ ２ ０ ０ ２ 年 ９ 月 か ら １ ０ 月 ）    
  ( 2 )  薬 被 連 と 薬 害 オ ン ブ ズ パ ー ス ン 、 Ｊ Ｉ Ｐ 他 の 反 対 活 動   
   ① 緊 急 要 請 文 提 出 （ ２ ０ ０ ２ 年 １ １ 月 １ ４ 日 ）  
   ② 国 会 内 集 会 （ ２ ０ ０ ２ 年 １ １ 月 ２ ７ 日 ）  
   ③ 参 議 院 参 考 人 質 疑 （ ２ ０ ０ ２ 年 １ ２ 月 ２ 日 ）  
   ④ リ レ ー ト ー ク 他  
   ⑤ イ レ ッ サ を め ぐ る 動 き （ ２ ０ ０ ２ 年 １ ２ 月 ４ 日 ）  
   ⑥ 参 議 院 厚 生 労 働 委 員 会 の 採 決 回 避 （ ２ ０ ０ ２ 年 １ ２ 月 ５ 日 ）  
   ⑦ 国 会 内 集 会 （ ２ ０ ０ ２ 年 １ ２ 月 １ １ 日 ）  
   ⑧ 参 議 院 厚 生 労 働 委 員 会 （ ２ ０ ０ ２ 年 １ ２ 月 １ ２ 日 ）  
   ⑨ 厚 生 労 働 大 臣 と の 面 談 （ ２ ０ ０ ２ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日 ）  
 
 ２  報 道 の 対 応  
  ( 1 )  鈍 い 出 足  
  ( 2 )  各 紙 の 状 況  
 
 ３  政 党 及 び 国 会 各 派 の 対 応  
  ( 1 )  国 会 の 審 理 状 況  
  ( 2 )  各 党 へ の 公 開 質 問  
 
 ４  薬 害 根 絶 運 動 の 新 た な 出 発 を  
  ( 1 )  「 整 理 」 、 「 決 議 」 、 「 回 答 」 の 到 達 点  
  ( 2 )  制 度 の 具 体 化 と 「 提 言 」  
  ( 3 )  薬 害 防 止 運 動 の さ ら な る 展 開 を  
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